
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１ 我が国の障害者雇用の状況（厚生労働省） 

  障害者総数は約744万人、このうち、雇用施策対象者(18歳〜64歳の在宅者の⽅)、約332万人
(身体障害者124万人、知的障害者27万人、精神障害者181万人(20歳〜64歳)) 
特別支援学校から一般就労への就労が約24.3％となっている一方で、障害福祉サービスから一般企

業への就職は、年間1％から3％にとどまっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 障害者に対する就労支援（厚生労働省） 

  障害者の地域における就労支援施策の実施 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 工賃向上（厚生労働省） 
一般就労が困難である者には、就労継続支援Ｂ型事業所等での工賃水準を向上させることが重要であ

り、そのための取組として、各都道府県において⼯賃倍増５か年計画（平成１９年度〜平成２３年度）に
基づき実施されてきたが、平成２４年度から平成２６年度にわたり「⼯賃向上計画⽀援事業」を実施。 

 
 
○障害者の経済的⾃⽴に向けて、⼀般就労への取組に加え、⾮雇⽤の形態で働く障害者の⼯賃を引き上げる
取組が重要。このため、「工賃倍増5か年計画」に基づき、官⺠⼀体となった取組を推進。 

○具体的には、各事業所において、⺠間企業等の技術、ノウハウ等を活⽤した以下のような取組を実施。 
  ・経営コンサルタントや企業OBの受け入れによる経営改善、企業経営感覚(視点)の醸成 
  ・専⾨家（例：農業の専⾨家）の技術指導による、技術の向上  
  ・⼀般企業と協⼒して⾏う魅⼒的な商品開発、市場開拓等  
○複数の事業所が共同して受注、品質管理等を⾏う取組の推進、⼯賃引上げに積極的な事業所における好事
例の紹介、事業者の経営意識の向上及び事業所職員の⼈材育成に資する研修・説明会の開催。 

○障害者就労施設等に受注等をあっせん⼜は仲介する等の業務を⾏う共同受注窓⼝の整備  
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１ 平成２８年障害者雇用状況の集計結果（厚生労働省） 

厚⽣労働省による、⺠間企業や公的機関などにおける、平成28年の「障害者雇⽤状況」集計結果の 
公表状況。  
 
○障害者雇⽤促進法では、事業主に対し、常時雇⽤する従業員の⼀定割合（法定雇⽤率、⺠間企業の場
合は2.0％）以上の障害者を雇うことが義務付けられている。  
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年６⽉１⽇現在の⾝体障害者、知的障害者、 精神障害
者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を 求め、それを集計し
たもの。  

【集計結果の主なポイント】 
＜⺠間企業＞（法定雇⽤率2.0％）  
 ○雇⽤障害者数、実雇⽤率ともに過去最⾼を更新。  
  ・雇用障害者数は 47 万4,374.0 人、対 前年4.7％（21,240.5人）増加 
・実雇⽤率1.92％、対前年⽐0.04ポイント上昇  

  ○法定雇⽤率達成企業の割合は 48.8％（前年⽐1.6ポイント上昇）  
   
＜公的機関＞（同2.3％、都道府県などの教育委員会は2.2％）※（ ）は前年の値  
○雇⽤障害者数及び実雇⽤率のいずれも対前年で同程度⼜は上回る。 

      ・国    ：雇用障害者数 7,436.0人（7,371.5⼈）、実雇⽤率 2.45％（2.45％）  
  ・都道府県 ：雇用障害者数 8,474.0人（8,344.0⼈）、実雇⽤率 2.61％（2.58％）  
・市 町 村 ：雇用障害者数 ２万6,139.5人（２万5,913.5⼈）、実雇⽤率 2.43％
（2.41％）  
・教育委員会 ：雇用障害者数 １万4,448.5人（１万4,216.5⼈）、実雇⽤率 2.18％
（2.15％）  

   
＜独⽴⾏政法⼈など＞（同2.3％）※（ ）は前年の値  
○雇⽤障害者数及び実雇⽤率のいずれも対前年で上回る。  

      ・雇用障害者数9,927.0人（9,527.5⼈）、実雇⽤率 2.36％（2.32％）  
 
２ 東京都の障害者雇用の状況（東京労働局） 

 
 
 
 
 
 
 
  資料：福祉保健局「福祉・衛生行政統計」  資料：福祉保健局「福祉・衛生行政統計」  資料： 中部総合精神保健福祉センター 

 
 
 
 
 
 
 
 

３ 府中市の障害者就労支援の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

身体障害者手帳交付数（１８歳以上） 

○総数     ４５６，７３６(100%) 

・視覚障害     36,793( 8%) 

・聴覚・言語障害 49,005(11%) 

・内部障害    132,848(29%) 

・肢体不自由   238,090(52%) 

 （単位：人） 

知的障害者「愛の手帳」 

交付数（１８歳以上） 

○総数       ６７，１１９(100%) 

・軽度        29,717( 44%) 

・中度        16,839(25%) 

・最重度・重度   20,563(31%) 

（単位：人） 

 

「精神障害者保健福祉手帳」交付数 

○総数     ９３，９３５(100%) 

・１級         5,805( ６%) 

・２級         47,293(50%) 

・３級         40,837(44%) 

（単位：人） 
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障害者の就職件数推移（東京労働局） 

障害のある方とご家族が、府中の街で、もっともっとくらしやすくなるようお手伝いします。 
「み～な」は、みんなの「み」、未来の「み」、南町の「み」。みんなの力になれるといいな。という意味で、名付けま

した。キャラクターは支援の支の文字を象っています。名前とキャラクターは、市内の障害をもつ方やその仲間から

募集し、選んでもらいました。名前のとおり、みんなの力になれるよう、一緒に考えていきます。 

地域生活・就労支援事業 み～な 

① 総合相談 
・生活や仕事などについての悩みごと 
・将来のこと、やってみたいこと不安などの相談 
・制度やサービスのくみたて、手続きのお手伝い 
・障害基礎年金や手当てなどの申請のお手伝い 
・サービス利用などのケアマネジメント 
・障害程度区分認定調査（市より委託） 
 

② 就労支援（登録制） 
障害のある方の「働く」を支援します。 
おおむね18歳以上の働いている方・働きたいと思っている方が対象です。 
 ～詳しくは「就労支援のご案内」をご覧ください～ 
 

③ 計画相談支援 
障害福祉サービスを利用される方が、地域で安心して暮らしていけるよう、 
さまざまなサービスを活用するために作る計画です。 
み～なでは、サービス等利用計画のお手伝いをおこない、またサービス事業者との 
連絡調整、一定期間ごとの見直し等をすることによって、よりよいサービスを利用できるよう 
支援いたします。 
※ご利用の際は受給者証が必要となります。 
 

④  緊急一時入所（登録制） 
  護者の病気・冠婚葬祭・事故等で、家庭での生活が一時的に困難な場合、利用できます。 
 ＜府中市の独自事業です＞ 

  ※ 詳しくは「緊急一時入所のご案内」をごらんください。 

定   員： 宿泊利用2人 日帰り利用2人 

利用方法： 登録制（登録窓口は市役所・府中市立心身障害者福祉センター）  

介 護 人 ： 要件に応じ、必要jな日数・時間。日帰り～6泊7日。 

介 護 人 ： 派遣ヘルパー 

費   用 ： 
食費や外出に伴う本人と介護人の交通費等の実費 

総合支援法に準じた利用者負担 

※レスパイト（介護者の休養）利用の場合は、15歳から。 

年間4日（宿泊を伴う場合は2泊）まで。  

具体的な就労支援 

 

相談 

 

登録 

 ・ 職業生活を継続するための支援（職場訪問などの定着支援） 

 ・ 就職に向けた支援（職業準備訓練機関等の活用支援、職場探しの支援、職場実習時 

の支援、面接時の支援） 

 ・ 就職時の支援（労働契約締結支援、職場内支援） 

 ・ 生活面の支援（生活相談、余暇支援、家族関係・人間関係の支援、将来設計・金銭管

理・日常生活に関する支援）  

 ・ 離職に関する支援（調整・手続き等の支援、再就職相談） 

※支援内容によって、「東京都障害者職業センター」の職業評価・「ハローワーク」の 

求職登録等が必要になります。（職場あっせんはハローワークを利用するため） 
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